
滋賀県が重点的に立地を推進する産業分野の企業が設備投資を行うとき

※北部地域または研究開発拠点を備えた工場・研究開発拠点は助成率10％以内
※別途、交付要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

随時

TEL：０７７－５２８－３７９２　E-mail：fa01＠pref.shiga.lg.jp
ホームページ：https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kougyou/337611.html

申請期間等

▼こんなときに

産業立地戦略に基づく重点分野における企業
の新増設30億円以上の設備投資

５％以内 最大10億円

事業等名 産業立地戦略推進助成金

▼こんな支援が受けられます

支援対象 助成率 助成限度額

問い合わせ先
滋賀県　商工観光労働部　産業立地課　産業立地推進係


